
福井県建設工事総合評価落札方式実施要領 新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

第１条～第１１条 略 

 

（総合評価調査基準価格） 

第１２条 予定価格が２億円を超える工事においては、予定価格に次項の規定により

算定された割合を乗じて得た額を基準に発注機関の長が設定した額（以下「総合評

価調査基準価格」という。）に満たない価格で申込みが行われた場合は、次条の調

査を実施することにより、その価格では当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められるかどうかを判断するものとする。 

２ 前項の割合は、設計額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１

０５を乗じて得た額を設計額で除して得た割合とする。ただし、その割合が１０分

の９を超える場合は、１０分の９とし、１０分の７に満たない場合は１０分の７と

する。 

（１）直接工事費に１００分の９５を乗じて得た額 

（２）共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

（３）現場管理費に１００分の７０を乗じて得た額 

（４）一般管理費に１００分の３０を乗じて得た額 

 

第１３条 略 

 

（総合評価失格基準価格） 

第１４条 予定価格が２億円を超える工事の場合に設定する総合評価失格基準価格

は、設計額算出の基礎となった直接工事費相当額に１００分の７５を乗じて得た

額、共通仮設費相当額に１０分の７を乗じて得た額、現場管理費相当額に１０分の

７を乗じて得た額および一般管理費相当額に１０分の３を乗じて得た額の合算額

に、１００分の１０５を乗じて得た額とする。 

２ 予定価格が２億円以下の工事の場合に設定する総合評価失格基準価格は、第１２

条に規定する総合評価調査基準価格の算出方法と同様の方法により算出する。 

 

第１５条～第２０条 略 

 

附 則 

１ この要領は、平成２１年７月２１日から施行する。 

２ 改正後の第１２条、第１４条、別記１および別記２の規定は、施行日以降に入札

公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に入札公告を行った工事に係る入札

の手続については、なお従前の例による。 

第１条～第１１条 略 

 

（総合評価調査基準価格） 

第１２条 予定価格が２億円を超える工事においては、予定価格に次項の規定により

算定された割合を乗じて得た額を基準に発注機関の長が設定した額（以下「総合評

価調査基準価格」という。）に満たない価格で申込みが行われた場合は、次条の調

査を実施することにより、その価格では当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められるかどうかを判断するものとする。 

２ 前項の割合は、設計額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１

０５を乗じて得た額を設計額で除して得た割合とする。ただし、その割合が１００

分の８５を超える場合は、１００分の８５とし、３分の２に満たない場合は３分の

２とする。 

（１）直接工事費に１００分の９５を乗じて得た額 

（２）共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

（３）現場管理費に１００分の６０を乗じて得た額 

（４）一般管理費に１００分の３０を乗じて得た額 

 

第１３条 略 

 

（総合評価失格基準価格） 

第１４条 予定価格が２億円を超える工事の場合に設定する総合評価失格基準価格

は、設計額算出の基礎となった直接工事費相当額に１００分の７５を乗じて得た

額、共通仮設費相当額に１０分の７を乗じて得た額、現場管理費相当額に１０分の

６を乗じて得た額および一般管理費相当額に１０分の３を乗じて得た額の合算額

に、１００分の１０５を乗じて得た額とする。 

２ 予定価格が２億円以下の工事の場合に設定する総合評価失格基準価格は、第１２

条に規定する総合評価調査基準価格の算出方法と同様の方法により算出する。 

 

第１５条～第２０条 略 

 



別記１

「土木一式」 評　価　基　準　表  （例）
標準型 簡易型

技術提案型 実績評価型

 (A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を２つ以上設定 15.0 －

(B)
施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模以上であったもの 1.5 1.5

施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0 1.0

施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%未満であったもの 0.0 0.0

８０点以上 3.5 3.5

７５点以上　８０点未満 2.5 2.5

７０点以上　７５点未満 1.5 1.5

７０点未満 0.0 0.0

受賞あり 0.5 0.5

受賞なし 0.0 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5 0.5

未取得 0.0 0.0

（C)
施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模以上であったもの 1.5 1.5

施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0 1.0

施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%未満であったもの 0.0 0.0

1級土木施工管理技士等の資格を保有 1.0 1.0

上記以外 0.0 0.0

有 1.0 1.0

無 0.0 0.0

工事実施市町に主たる営業所（本店含む）有 2.5 2.5

工事実施市町の土木事務所管内に主たる営業
所（本店含む）有 1.0 1.0

上記以外 0.0 0.0

災害協定の締結有 1.0 1.0

災害協定の締結無 0.0 0.0

実績有 1.0 1.0

実績無 0.0 0.0
発注者指定の工種（別表1参照）において下
請け企業を福井県内から選定する。 0.5 0.5

上記以外 0.0 0.0
発注者指定の品目（別表1参照）に県産品を
活用する。 0.5 0.5

上記以外 0.0 0.0

満点 30.0 15.0
注意1：

注意2：

注意3：評価項目および配点は、案件に応じて変更することがある。

分類 評価項目 評価内容 評価基準

(a)同種工事の施工実
績の有無
（平成○年4月1日以降）

過去15年間の企業が同種
工事の施工実績を有して
いるか？

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績　「業
種：○○」（平成○年
度および平成○年度）

福井県が発注する工事（県
の成績評定を有しない場合
は、○○地方整備局が発注
する工事）の過去2年間の企
業の工事成績評定点の平均
点が一定の点数を満たして
いるか？

(ｃ)優良工事表彰の
有無 [業種：○○]

過去2年間における福井
県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

品質管理マネジメント
ISO9001認証を取得して
いるか？

(a)同種工事の施工経
験の有無
（平成○年4月１日以
降）

配置予定技術者が過去15
年間の同種工事の施工経
験を有しているか？

配
置
予
定
技
術
者
の

技
術
力
 
3
.
5
点

(b)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有す
る資格

(ｃ)優良工事表彰工
事における経験の有
無　　　　 [業種：○
○]

配置予定技術者につい
て、過去2年間における
福井県の優良工事表彰を
受賞した工事の技術者と
しての経験の有無

(Ｄ)
(a)地域精通度

工事実施市町（県内）に
主たる営業所（本店含
む）の有無

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
5
点

(b)社会貢献度

福井県、福井県内の市
町、国土交通省（福井県
内の事務所）のいずれか
と緊急災害時等における
災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（平成○年度または平
成○年度）

県または市町と除雪契約
等を締結した実績の有無
（過去2年間）

(d)県内企業の下請け
への活用

技術提案の評価項目は２つ以上求めるものとし、満点が１５点となるよう配点する。

WTO案件は、技術提案のみとし、３０点満点とする。

県内企業の活用

(e)県産品の活用 使用資材の県産品活用

実績評価（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は単純合計し、最大１５点とする。

改正前



別記１

「土木一式」 評　価　基　準　表  （例）
標準型 簡易型

技術提案型 実績評価型

 (A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を２つ以上設定 15.0 －

(B)
施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模以上であったもの 1.5 1.5

施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0 1.0

施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%未満であったもの 0.0 0.0

８０点以上 3.5 3.5

７５点以上　８０点未満 2.5 2.5

７０点以上　７５点未満 1.5 1.5

７０点未満 0.0 0.0

受賞あり 0.5 0.5

受賞なし 0.0 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5 0.5

未取得 0.0 0.0

（C)
施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模以上であったもの 1.5 1.5

施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0 1.0

施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の80%未満であったもの 0.0 0.0

1級土木施工管理技士等の資格を保有 1.0 1.0

上記以外 0.0 0.0

経験あり 1.0 1.0

経験なし 0.0 0.0

工事実施市町に主たる営業所（本店含む）あ
り 2.5 2.5

工事実施市町の土木事務所管内に主たる営業
所（本店含む）あり 1.0 1.0

上記以外 0.0 0.0

災害協定の締結あり 1.0 1.0

災害協定の締結なし 0.0 0.0

実績あり 1.0 1.0

実績なし 0.0 0.0

発注者指定の工種において下請け企業を福井
県内から選定する。 0.5 0.5

上記以外 0.0 0.0

発注者指定の品目に県産品を活用する。 0.5 0.5

上記以外 0.0 0.0

満点 30.0 15.0
注意1：

注意2：

注意3：評価項目および配点は、案件に応じて変更することがある。

分類 評価項目 評価内容 評価基準

(a)同種工事の施工実
績の有無
（平成○年4月1日以降）

過去15年間の企業が同種
工事の施工実績を有して
いるか？

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績　「業
種：○○」（平成○年
度および平成○年度）

福井県が発注する工事（県
の成績評定を有しない場合
は、○○地方整備局が発注
する工事）の過去2年間の企
業の工事成績評定点の平均
点が一定の点数を満たして
いるか？

(ｃ)優良工事表彰の
有無 [業種：○○]
（平成○年度および平
成○年度）

過去2年間における福井
県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

品質管理マネジメント
ISO9001認証を取得して
いるか？

配
置
予
定
技
術
者
の

技
術
力
 
3
.
5
点

(b)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有す
る資格

(ｃ)優良工事表彰工
事における経験の有
無　[業種：○○]（平
成○年度および平成○
年度）

配置予定技術者につい
て、過去2年間における
福井県の優良工事表彰を
受賞した工事の技術者と
しての経験の有無

過去2年間における県ま
たは市町と除雪契約等を
締結した実績の有無

(d)県内企業の下請け
への活用

(a)同種工事の施工経
験の有無
（平成○年4月１日以
降）

配置予定技術者が過去15
年間の同種工事の施工経
験を有しているか？

県内企業の活用

(e)県産品の活用 使用資材の県産品活用

(Ｄ)
(a)地域精通度

工事実施市町（県内）に
主たる営業所（本店含
む）の有無

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
5
点

(b)社会貢献度
県または市町のいずれか
との緊急災害時等におけ
る災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（平成○年度または平
成○年度）

実績評価（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は単純合計し、最大１５点とする。

技術提案の評価項目は２つ以上求めるものとし、満点が１５点となるよう配点する。

WTO案件は、技術提案のみとし、３０点満点とする。

改正後



別記２
技術提案等内容の履行確保の方法

　受注者の責に帰すべき事由により、受注者が入札時に提示した下記の性能、機
能、技術など加点評価された項目（以下「加点項目」という。）が達成されなかっ
た場合の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

１　再度の施工または修補

　当該加点項目に関して受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的で
あると県が認めた場合、受注者は、再度の施工または修補を行い、受注者が入札時
に提示した加点項目を満たす状態にしなければならない。

２　契約金額の減額または損害賠償請求

　当該加点項目に関して受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的で
ないと県が認めた場合、県は、検査等によって確認された当該加点項目の状況に基
づき加算点（確認された当該加点項目の状況が最低限の要求要件を満たさない場合
にあっては、最低限の要求要件との差について加算点の算出方式に準じて計算した
点数を減じたものを加算点とみなす。）の再計算を行った場合に受注者の落札時に
おける評価値を確保するのに見合う金額と受注者の当初請負金額との差額、または
当初請負額に５％を乗じた額のいずれか大きい金額を、工事目的物の完成引渡前に
おいては契約金額から減額し、工事目的物の完成引渡後においては損害賠償請求等
を行うこととし、その場合の算定方法は次のとおりとする。

減額または損害賠償額＝{１－（１００＋β）÷（１００＋α）}×Ｃ　　または

減額または損害賠償額＝0.05 × Ｃ　　のいずれか大きい値

　Ｃ：当初の契約金額（円）

　α：当初の加算点

　β：検査等によって確認された技術提案の状況に基づき再計算した加算点

３　工事成績評定点の減点

　県は（１）または（２）に加えて、検査等によって確認された当該加点項目の状
況に基づき加算点の再計算を行った結果、受注者の落札時における評価値を満たし
ていない場合には、10点減点する。

４　指名停止等の措置

　技術提案等に虚偽の内容がある等、明らかに悪質であると県が認めた場合、「福
井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止等の措置を行う。

改正前



別記２
技術提案等内容の履行確保の方法

　受注者の責に帰すべき事由により、受注者が入札時に提示した下記の性能、機
能、技術など加点評価された項目（以下「加点項目」という。）が達成されなかっ
た場合の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

１　再度の施工または修補
　当該加点項目に関して受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的で
あると県が認めた場合、受注者は、再度の施工または修補を行い、受注者が入札時
に提示した加点項目を満たす状態にしなければならない。

２　契約金額の減額または損害賠償請求
　当該加点項目に関して受注者に再度の施工または修補を行わせることが合理的で
ないと県が認めた場合、県は、検査等によって確認された当該加点項目の状況に基
づき加算点（確認された当該加点項目の状況が最低限の要求要件を満たさない場合
にあっては、最低限の要求要件との差について加算点の算出方式に準じて計算した
点数を減じたものを加算点とみなす。）の再計算を行った場合に受注者の落札時に
おける評価値を確保するのに見合う金額と受注者の当初請負金額との差額、または
当初請負額に５％を乗じた額のいずれか大きい金額を、工事目的物の完成引渡前に
おいては契約金額から減額し、工事目的物の完成引渡後においては損害賠償請求等
を行うこととし、その場合の算定方法は次のとおりとする。

減額または損害賠償額＝{１－（１００＋β）÷（１００＋α）}×Ｃ　　または
減額または損害賠償額＝0.05 × Ｃ　　のいずれか大きい値

　Ｃ：当初の契約金額（円）
　α：当初の加算点
　β：検査等によって確認された技術提案の状況に基づき再計算した加算点

３　工事成績評定点の減点
　契約金額の減額または損害賠償請求を行った場合には、工事成績評定点について
も10点減点する。

４　指名停止等の措置
　技術提案等に虚偽の内容がある等、明らかに悪質であると県が認めた場合、「福
井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止等の措置を行う。

記

１　○○○○（加算評価した技術提案について記入する。）・・・○点
２　配置予定技術者は申請時の者を配置すること。
　　　　　　　　　   ・・・・・（経験1.5点、資格1.0点、優良工事1.0点）
３　別表１の指定工種は全て県内企業を下請けとして活用する・・・・0.5点
４　別表1の指定品目は全て県産品を活用する・・・・・・0.5点

注：契約後は特約事項として枠部分を記入し、契約書に閉じ込む。

○○○○（受注者名を記入する。）が入札時に加点評価された技術提案、配置予定
技術者、県内企業および県産品の活用に係る評価項目と個々の加算点

改正後




